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負
担
金
を
納
め
る
受
益
者
と
は
？ 

　
整
備
区
域
内
の
す
べ
て
の
土
地
が

対
象
と
な
り
、
そ
の
土
地
の
所
有
者

ま
た
は
権
利
者
が
受
益
者
と
な
り
ま

す
。 

　
負
担
金
は
、
公
共
汚
水
ま
す
や
建

物
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
の
土
地
の

前
面
等
に
下
水
道
管
が
整
備
さ
れ
た

時
点
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
平
成
21
年
５
月
に
供
用
開
始
（
下

水
道
が
使
用
で
き
る
）
さ
れ
る
区
域

内
の
土
地
所
有
者
に
は
、
４
月
に
送

付
す
る
申
告
書
に
よ
り
、
受
益
者
を

申
告
し
て
い
た
だ
き
決
定
し
ま
す
。 
 

負
担
金
の
額
は
？ 

　
納
め
て
い
た
だ
く
負
担
金
の
額
は
、

対
象
区
域
内
に
所
有
す
る
土
地
ま
た

は
権
利
の
あ
る
土
地
の
面
積
に
単
位

負
担
金
額
（
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
377
円
）
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

で
す
。 

　
な
お
、
負
担
金
は
土
地
に
対
し
て 

「
一
回
限
り
」
の
負
担
で
す
。 

 

負
担
金
の
納
付
方
法
は
？ 

　
算
出
し
た
金
額
を
３
年
に
分
割
し
、

さ
ら
に
１
年
を
４
回
の
納
期
に
分
け

て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
ま
た
、
一
括
で
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
括
納
付
の
場

合
は
、
当
該
年
度
の
最
初
の
納
期
内

の
納
付
に
限
り
、
納
付
さ
れ
る
年
数
、

金
額
に
応
じ
て
一
括
納
付
報
奨
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
（
実
際
は
、
報
奨
金

相
当
額
を
差
し
引
い
た
金
額
で
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。 

 
負
担
金
の
減
免
と
徴
収
猶
予
は
？ 

　
負
担
金
は
、
一
律
に
賦
課
さ
れ
ま

す
が
、
土
地
の
用
途
に
応
じ
て
減
免

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ま
た
、
土
地
の
状
況
や
受
益
者
の

事
情
に
よ
り
、
徴
収
を
猶
予
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

　
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
で
す
。 

※
徴
収
猶
予
の
理
由
が
消
滅
し
た
と

き
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
　 

 

受
益
者
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
？ 

　
土
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
、
負
担

金
を
納
付
す
る
受
益
者
を
変
更
す
る

場
合
は
、
旧
受
益
者
と
新
受
益
者
と

の
連
署
で
受
益
者
変
更
の
届
出
が
必

要
で
す
。 

　
届
出
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
ま
ま

前
の
受
益
者
が
負
担
金
を
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
届
出
さ
れ
た
日
以
後
の
納
期
に
係

る
負
担
金
は
、
新
受
益
者
が
納
付
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

【
住
民
説
明
会
の
開
催
】 

　
平
成
21
年
５
月
か
ら
公
共
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
る
東
小
磯
、
西

小
磯
、
馬
場
地
区
の
一
部
の
区
域
内

の
方
に
対
し
、
供
用
開
始
に
伴
う
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
開
催
日
時
等

に
つ
い
て
は
、
区
域
内
に
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
て
、
開
催

通
知
を
送
付
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
下
水
道
課
　
☎
内
線
２
２
４ 

　
平
成
20
年
度
に
整
備
す
る
東

小
磯
、
西
小
磯
、
馬
場
地
区
の

一
部
の
区
域
で
、
平
成
21
年
５

月
か
ら
公
共
下
水
道
が
使
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
（
中
丸
地
区

の
一
部
の
区
域
は
、
当
初
、
平

成
21
年
５
月
か
ら
使
え
る
予
定

で
し
た
が
、
幹
線
工
事
の
完
成

が
の
び
る
た
め
、
平
成
22
年
度

か
ら
使
え
る
よ
う
に
な
る
予
定

で
す
）。 

　
公
共
下
水
道
施
設
を
整
備
す

る
た
め
に
は
多
く
の
建
設
費
用

が
必
要
で
す
。
そ
の
費
用
は
国

や
県
の
補
助
金
、
借
入
金
並
び

に
町
税
な
ど
の
一
般
町
費
と
皆

さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
受

益
者
負
担
金（
以
下「
負
担
金
」）

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。 

　
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る

区
域
で
は
、
生
活
環
境
が
よ
く

な
り
、
そ
の
土
地
の
利
用
価
値

が
増
大
し
ま
す
。 

　
そ
こ
で
、
公
共
下
水
道
の
整

備
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
方
々

に
、
建
設
費
の
一
部
を
「
受
益

者
」
と
し
て
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層

の
整
備
促
進
を
し
よ
う
と
い
う

の
が
都
市
計
画
法
に
基
づ
く

『
受
益
者
負
担
金
』
の
制
度
で

す
。 

下
水
道
事
業 

受
益
者
負
担
金
制
度 

ご
理
解
と
ご
協
力
を 

※③と④の場合は、お互いご相談のうえ、受益者を決めてください。 
 
 

① 
 

② ③ 
 

④ 
 

例えば、165m2（約50坪）の 

土地を所有している場合は 

165m2×377円＝62,200円 
　　　　　（10円未満切り捨て） 

受益者（負担金を納めていただく方）の一例 

Ａの土地にＡが家 
を建てＡが住んで 
いる場合 

Ａの土地にＡが家 
を建てＣに貸して 
いる貸家・アパー 
ト等の場合 

Ａの土地にＢが家 
を建てＢが住んで 
いる場合 

Ａの土地にＢが家 
を建てＣに貸して 
いる貸家・アパー 
ト等の場合 

受益者はＡ 

Ａの土地 

Ａ居住 

Ａの家 

Ａの土地 

Ｃ居住 

Ａの家 

Ａの土地 

Ｂ居住 

Ｂの家 

Ａの土地 

Ｃ居住 

Ｂの家 

受益者はＡ 受益者はＡまたはＢ 

受益者負担金の額は、 
1m2当たり377円です。 


